
フォートレス国際法律事務所は、「法律の力で人と社会を守る」を理念とし、すべての

人の人権を尊重し、公平で安心できる社会の実現を目指します。  

私たちは、性別・年齢・国籍・障がいの有無・職業・信条などにかかわらず、誰もが尊

重される職場環境と相談体制を整備します。 

また、被害救済や法的支援を通じて、差別やハラスメント、暴力などの人権侵害を許

さない社会づくりに貢献します。 

一人ひとりが人権を大切にし、他者への思いやりを持って行動することで、「誰一人

取り残さない」未来を実現してまいります。 

フォートレス国際法律事務所  


